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第 185 回

インターネットに関するコンサル業務を

行っているＡ社（従業員９人）では、新た

に自社独自の商品開発部門を立ち上げた。

この部門のプロジェクトリーダーとして、

入社３年目のＮさんを抜擢し、新商品の開

発に従事させた。Ｎさんは、これまでのソー

シャル対応における導入実績を買われての

抜擢だったが、新たな分野の商品開発とい

うこともあり、また、Ａ社にとってもこの

分野の技術、ノウハウを持つ者がいなかっ

たため、商品開発は最初から暗礁に乗り上

げてしまった。

Ｎさんの帰宅時間は、午前 1 時を過ぎる

日が続き、時間外労働時間数は、１カ月当

たり 100 時間前後という状態となった。さ

らに、新部門の立上げ後は、新商品の開発

に関する全ての業務をＮさんに一任し、Ａ

社は会社としてＮさんに何の支援も行って

いなかった。５カ月ぐらい経過した頃、Ｎ

さんに抑うつ気分、睡眠障害、食欲低下と

いった症状が生じ、家族の勧めもあって精

神科を受診したところ「うつ病」と診断さ

れた。

厚生労働省が、平成 23 年 12 月に新た

に定めた「心理的負荷による精神障害の労

災認定基準」により、Ｎさんが新規事業と

しての商品開発のプロジェクトリーダーに

なったことは、心理的負荷の強度「中」の

具体例である「新規事業等の担当者になっ

た」に合致している。さらに、その後も恒

常的な長時間労働も認められることから、

総合評価は「強」と判断された。また、業

務以外の心理的負荷、個体側要因のいずれ

も顕著なものがなかったため、Ｎさんは、

が

え
る
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業務上の労災と認定された。

近年、仕事によるストレスが原因とみら

れる精神障害関連の労災請求が増加してい

ることから、厚生労働省は労災認定をより

迅速に行うための判断基準として、平成 23

年 12 月に「心理的負荷による精神障害の

労災認定基準」を定めた。

精神障害が労災に該当するか否かは、そ

の発病が仕事の強いストレスによるものと

判断できる場合に限られている。

「仕事の量が大幅に増えた」「責任の度

合いが重くなった」など、仮に業務による

心理的負荷が強かった場合であっても、「家

族・親族に不幸が起きた」「友人との間に

金銭トラブルが生じた」など、私生活にお

ける業務外の心理的負荷が強かった場合、

あるいは本人の精神障害の既往症やアル

コール依存症などの個体側要因が関係して

いる場合は、業務外と判断される可能性が

高くなる。ただし、これは一般的な傾向で

あり、発病の原因については個別に慎重に

調べることとなる。

精神障害が労災認定される要件は、以下

の通り。

①認定基準の対象となる精神障害を発病

していること。

②認定基準の対象となる精神障害の発病

前おおむね６カ月の間に、業務による強い

心理的負荷が認められること。

③業務以外の心理的負荷や個体側要因に

より発病したとは認められないこと。

今回のケースでは、発病前おおむね６

カ月の間に起きた業務による出来事につい

て、別表１「業務による心理的負荷評価表」

の「特別な出来事」には該当しないが、「具

体的出来事」10 の「新規業務の担当になっ

た、会社の立て直しの担当になった」に該

当する。しかし、Ｎさんが新規事業に失敗

した場合に、Ａ社が倒産する事態を招きか

ねないものや、大幅な業績悪化につながる

ものではないことから、心理的負荷の強度

は「中」の具体例である「新規事業等（新

規プロジェクト、新規の研究開発）の担当

になった」に合致する。

さらに、長時間労働に従事していること

から、精神障害発病の要因としてプラスさ

れることとなった。担当者になった後も恒

常的な長時間労働（月 100 時間程度の時間

外労働）が認められたため、心理的負荷の

強度を修正する要素として評価され、総合

評価は「強」と判断された。

また、Ｎさんが発病する前の業務以外の

心理的負荷を与える出来事としては、Ｎさ

んの妻がパートとして勤めていた会社を辞

めたということ以外に、特に負荷によるも

のはなく、業務以外の心理的評価は「強度

Ⅲに該当する出来事が認められない」とさ

れた。また、特に個体側要因もなかった。

今後のリスク管理を考えると、企業側に

は本人の適性を踏まえた人事管理はもとよ

り、高ストレス者への支援体制の整備が求

められているといえる。




